
 

南 相馬市 新庁舎建設基 本計画策定 市民検 討委員会設 置 

要 綱  

 

（ 設 置） 

第 １条  市 は、 南相馬 市新庁舎建 設基本 計画（以下 「基本 計画」 と

い う。）の策 定 に当た り、その内 容につ いて検討す る ため 、南相

馬 市新庁舎建 設基本計 画策定市民 検討委 員会（以下 「委員 会」と

い う。）を設 置する。  

（ 所 掌 事務） 

第 ２条  委 員会の 所掌 事務は、次 のとお りとする。  

 ⑴  新庁 舎建設の基 本計画策定 に必要 な事項に関 するこ と 。  

 ⑵  その 他新庁舎建 設について 市長が 必要と認め る 事項 に関す る

こ と。  

 （組織）  

第 ３条  委 員会は、委 員 ２０人以 内で組 織する。  

２  委員は 、次に掲げ る者のうち から市 長が委嘱す る。  

 ⑴  学識 経験者  

 ⑵  公共 的団体等の 代表者又は 構成員  

 ⑶  市民 から公募し た者  

 ⑷  その 他市長が必 要と認める 者  

 （任期）  

第 ４条  委 員の任期は 、委嘱の日 から 基 本計画が策 定され るまで の

期 間とする。 ただし、 委員が委嘱 された ときの要件 を欠く に至っ

た 場合は、委 員の職を 失うものと し、新 たに要件を 満たす 者を委

員 とする。  

 （委員長 及び副委員 長）  

第 ５条  委 員会に委員 長及び副委 員長を 置き、委員 の互選 により こ

れ を定める。  

２  委員長 は、会務を 総理し、委 員会を 代表する。  

３  副委員 長は、委員 長を補佐し 、委員 長に事故が あると きは、 そ

の 職務を代理 する。  

 （会議）  



 

第 ６条  委 員会 の会議 （以下「会 議」と いう。）は 、委員 長が招 集

し 、委員長が 会議の議 長となる。 ただし 、最初に開 催され る会議

は 、市長が招 集する。  

２  会議は 、委員の半 数以上が出 席しな ければ、開 くこと ができ な

い 。  

 （会議の 意見聴取等 ）  

第 ７条  委 員長は、必 要があると 認める ときは、 委 員以外 の者に 対

し 、会議に出 席を求め 、意見又は 説明を 聴くことが できる 。  

 （庶務）  

第 ８条  委 員会 の庶務 は、新庁舎 建設担 当課におい て処理 する。  

 （その他 ）  

第 ９条  こ の 告示に定 めるものの ほか、 委員会の運 営に 関 し必要 な

事 項は、委員 長が委員 会に諮って 定める 。  

   附  則  

こ の告示 は、公布の日 から施行す る。  


